
認知症対応型共同生活介護事業 

介護予防認知症対応型共同生活介護事業 

運営規程 

 

第１条（事業の目的） 

 社会福祉法人 恵会（以下「事業者」という）が開設する指定認知症対応型共

同生活介護事業所及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（以下「事業所」

という）での適切な運営を確保するため、人員および管理運営に関する事項を定

め事業所の従業員が要介護の状態にある認知症高齢者（以下「要介護者」という）

に対し、認知症対応型共同生活介護及び介護予防介認知症対応型共同生活介護

（以下「介護サービス」という）を提供することを目的とする。 

 

第２条（運営の方針） 

 認知症になり要介護状態となっても、人間として尊厳をもって最後まで生活

していくことを目的に、共同生活を営むためのいろいろな介護サービスを提供

する。 

① 要介護状態であっても生きがいのある生活実感が持てるよう、社会から隔離

せず人間らしい生活をおくること。 

② 要介護状態であっても、個人の残存能力を大切に維持し、高めていくための

介護計画を作成する。 

③ 利用者の権利と人権を守る。 

④ 利用者の健康を維持し増進するように機能訓練・定期検診を行なう。 

⑤ 利用者の家族と連絡を密にして家族の意向に沿った介護計画を行なう。 

⑥ 地域との結びつきを重視し、地域活動にも積極的に参加する。 

⑦ 公共施設の活用を図り、保健・医療・福祉施設との連携に努める。 

 

第３条（事業者及び事業所の名称等） 

 事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 

①事業者名  社会福祉法人 恵会  

②事業所名  グループホーム はっぴー 

③所在地   鹿児島県鹿児島市下福元町 9558番地 27 

 

第４条（入居定員） 

 入居定員は、１ユニット９名とし、２ユニット１８名とする。 

 

 

 

 



第５条（職員の職種、人員及び職務内容） 

 事業所に勤務する職員の職種、人数及び職務内容は、次の通りとする。 

第１ユニット 

①管理者  １名（常勤、兼務）・・管理者は、事業所の職員の管理及び業務の

管理を行なう。 

②介護支援専門員  １名（常勤）・・介護支援専門員は、介護サービスの 

利用に関する介護計画の作成及び介 

護給付請求業務を行なう。 

③介護従事者 ３名以上（常勤又は非常勤）・・介護従事者は、共同生活介護に

基づき、利用者に必要な介護を行なう。 

第２ユニット 

①管理者  １名（常勤、兼務）・・管理者は、事業所の職員の管理及び業 

務の管理を行なう。 

②計画作成担当者  １名（常勤）・・計画作成担当者は、介護サービスの 

                 利用に関する介護計画の作成及び介 

護給付請求業務を行なう。 

③介護従事者  ３名以上（常勤、非常勤）・・共同生活介護に基づき、利用者

に必要な介護を行なう。 

 

第６条（認知症対応型共同生活介護の内容） 

 介護サービスの内容は次の通りとする。 

① 家庭的な環境のもとで入浴・排泄・食事等の介護その他、日常生活上の世話

及び機能訓練。 

② 利用者の健康管理及び医療を必要と認めた場合の適切、迅速な措置。 

③ 利用者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう

に配慮する。 

④ 利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境のもとで日常生活を送るこ

とができるように配慮する。 

⑤ 生活が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。 

⑥ 利用者またはその家族に対して介護サービスの提供方法などについて、親切

丁寧に理解しやすいように説明する。 

⑦ 利用者の生命または身体を保護するため、緊急止むを得ない場合を除き、身

体的拘束、その他利用者の行動を制限する行為は行なわない。 

⑧ 利用者の自立の支援と日常生活の充実及び趣味または嗜好に応じた活動の

支援を行なう。 

⑨ 利用者の食事その他の家事などは、原則として利用者と介護従事者が共同で

行なうように努める。 

 



 

第７条（認知症対応型共同生活介護の利用料） 

 介護サービスを提供した場合の利用料の額は厚生大臣の定める基準によるも

のとし、指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護が、法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担限度割合証に定められ

た割合の額とする。 

２．前項の他 

 ①住居費        ・・・   日額：1,000円 

 ②食材料費       ・・・  日額：1,400円 

【内訳】（朝食 400円・昼食 550円・夕食 450円） 

 ③水道光熱費      ・・・   日額： 400円 

  

但し、紙おむつ代・理容代・医療費、別途実費となる。 

 

第８条（入居に当たっての留意事項） 

 利用者は、他の利用者が適切な介護サービスの提供を受ける為の権利、機会な

どを侵害してはならない。 

① 入居に際しては主治医の診断が必要であり、入居申込書が認知症状態であ

ることを確認する。 

② 入院に際しては、入居者の生活暦、病歴を家族に記入してもらう。 

③ 入居者が入院治療を要するなど共同生活ができなくなった場合、家族と相

談し必要な措置を講ずる。 

④ 利用者の退居の際は、利用者及び家族の希望を踏まえたうえで、退居後の

生活環境、介護の継続性に配慮し、必要な援助を行なう。 

⑤ 入居年月日、退居年月日は契約書に記載する。 

⑥ 利用者は、事業所の設備、備品などの使用にあたっては、本来の用途に従

い使用することとし、これに反した使用により事業者に損害を生じた場合

は賠償するものとする。 

⑦ 事業者は利用者の重大な過失により、利用者の身体等に被った損害に対し

ては損害を減じることができるものとする。 

⑧ その他、この規程に定めるもののほか、介護サービスの利用に関する事項

については、契約書及び重要事項説明書に明記し、利用者に説明するもの

とする。 

 

 

 

 

 



 

第９条 （身体的拘束等の禁止）  

 事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行わないものとし、必要な措置を講ずることとす

る。  

２ 前項の規程による身体的拘束等は、利用者及び利用者家族に説明を行い、文

書を取り交わし、その条件と期間内においてのみ行うことができる。  

３ 前各項の規程による身体的拘束等を行う場合には、その態様、時間及びその

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。  

 

第 10条（虐待の防止のための措置に関する事項）  

 虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じる。 

一 虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図る。 

二 虐待の防止のための指針を整備する。 

三 従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計

画を 

定める。 

四 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

２ 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業員または養護者（利用者の家族

等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した

場合は、速やかに鹿児島市に通報するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 11条（非常災害対策） 

 消防施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処す

る計画に基づき、また、消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災

害対策を行なう。非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処す

るための自然災害発生時における事業継続計画を作成し、防火管理者または火

気・消防等についての責任者を定め、年２回以上定期的に避難、救出その他必要

な訓練を行うものとする。 

 

１． 防火管理者は事業所管理者をあて、火元責任者は事業所介護職員をあて

る。 

２． 始業時、終業時には、火災危険防止のため自主点検を行なう。 

３． 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火

管理者が立ち会う。 

４． 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。 

５． 火災発生や地震などの災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめる

ため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたるものとする。 

６． 防火管理者は、職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。  

① 防火教育及び基礎訓練（消化・通報・非難）・・・年２回以上 

② 利用者を含めた総合訓練          ・・年２回以上  

③ 非常災害用設備の使用方法説明       ・・年２回以上 

７． その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処して行く。 

 

第 12条（認知症対応型共同生活介護計画の作成） 

 事業者は、次の各号に定める事項を計画作成担当者に行なわせる。 

利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた 

上で、介護福祉サービスの目的及びその達成時期、サービス内容、サービス 

を提供する上での留意点を盛り込んだ介護計画を作成する。 

２． 必要に応じて介護計画を変更していく。 

３． 介護計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者及び家族に

説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 13条（秘密保持） 

 事業者、及びその従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及び家 

族に関する秘密、個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危 

険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後も第 

三者に漏らすことはない。 

 ２．あらかじめ文章により利用者又は家族の同意を得た場合には、一定の条件

の下で情報を提供することができる。 

 ３．従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨

を、従業者との雇用契約の内容とする。 

 

 

 

第 14条（苦情処理） 

事業者は、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、 

苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講ずるものとする。 

２．事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容を記録する。 

３．利用者及び家族からの苦情に関して市町村・国保連合会が行う調査に協力

し、指導・助言を受けた場合にはこれに従って必要な改善を行い、その改

善状況を報告する。 

第 15条（事故発生時の対応） 

事業者は、利用者に対する介護の提供により、事故が発生した場合、速やか 

に家族、主治医に連絡を行なうとともに、必要な措置を講ずる。 

２．事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録す

る。 

第 16条（損害賠償） 

事業者は、利用者に対する介護の提供により、賠償すべき事故が発生した  

場合には、損害賠償を速やかに行う。 

 

第 17条（個人情報の保護） 

 利用者の個人情報を含むサービス計画書、各種記録等については、関係法令 

及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとする。 

 ２．また、個人情報の取り扱いに関する利用者からの苦情については、苦情処

理体制に基づき適切かつ迅速に対応するものとする。 

 

第 18条（記録の整備） 

  事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

 ２．事業者は、利用者に対する介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 



一 認知症対応型共同生活介護計画 

二 提供した具体的なサービスの内容などの記録 

三 身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

四 市町村への通知に係る記録 

五 苦情の内容等の記録 

六 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 

第 19条（その他運営に関する重要事項） 

 事業者は良質なサービスの提供ができるよう適切な勤務体制を整備すると

ともに研修の機会を設けるなど、常に従業員の資質の向上に努めるものとす

る。 

2 従業員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

3 従業員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

保持する為、従業員でなくなった後においても、これらの秘密保持

について遵守することを雇用契約の条件とする。 

 

附 則  

  この規程は、平成２３年 ６月１日から施行する。 

  この規程は、平成２５年１０月１日から施行する。 

  この規程は、平成２７年 ８月１日から施行する。 

この規程は、令和 ６年 ４月１日から施行する。 


